
< 634 - 1 >

現在，私が蒐集しているのは「昭和切手の植民地と占領地」の使用例ですが以前のコ

レクション拝見からは丁度10年になります。

今回は，その後の蒐集の結果報告ですが，紙上では「南満州鉄道付属地」と「南洋諸

島」の一部のみです。

１． 南満州鉄道付属地とは南満州鉄道（新京～大連）及び安奉線（奉天～安東）の

沿線。

（１） 1937年 11月５日 日本と満州国との間で行政権移譲に関する条約が調印。

（２） 同年，12 月１日以降は南満州鉄道付属地の郵便行政も満州国に移管されたので
日本切手の取り扱いが下記の様に変更。

① 昭和 12年 11月 30日までは日本の年号のままで使用可。
・乃木２銭貼絵葉書 湯崗子／鞍山 12・８・30（昭和 12年）

② 昭和 12年 12月１日～昭和 13年２月 28日までは満州年号での使用可。
特例として，この期間は満州国全土での使用可。

・乃木２銭貼葉書 哈爾濱中央／濵紅 ５・２・９（康徳５年＝満州年号）

③ 昭和 13 年３月１日以降は日本切手の使用不可。 但し，日本切手貼付のまま

郵送されたケースあり。（原則，無効扱いとして倍額の料金を徴収）

＊この期間の昭和切手は乃木２銭と東郷４銭の２種類のみで，しかも短期間につき，

使用例が少ない。（①，②は適正使用）

２． 南洋諸島

① 乃木２銭貼絵葉書 サイパン機械印 12．８．12
パラオ丸乗船記念印付きスタンプ

② パラオ丸絵葉書 日本郵船乗船客への自宅への郵便によるサービス

③ パラオ丸乗船客への電報送達紙

以上３点はパラオ丸関連のユニークな郵便物だと思います。
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